
「競輪事業のあり方検討小委員会」報告書（抜粋卜平成23年6月
産業構造審議会車両競技分科会

1 ．競 輪 事 業 の 売上 げ

（1）売上状況
○　 利 用者数 r競臨場娠熔岩餌 の滴′少＿ （平成 3年度 ：2－745 万人→平成2 2年度 ＝535 万人）及 び 1 人当た り平灼臆 官報

の、′J 平成 3 年度 57．160 円→成 2 2年度 ：14．70 0 円）で ある。

（2）売上減少の背景
○　 これ らの背景には、塵塵の車券購入者の闇刑 レ・吉備化があると考えられる。 J K A の調査によれ ば、競輪場来場者の
平均年齢は、平成 3年度は、49．8 歳であったが、平成 2 1年度では57．0 歳 となっている。 また、競輪場系粉者数の約半数が

0歳代以上 となっている。

2 ． 競 輪事 業 の 収支　　　　　　　 施′一着が赤字 と≠　 いる 平成2 0年度の赤字は 2競輪施行者であ
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10競輪施行者 であった。 （うち1施行者は、JI（A 交付金猶予特 雌便 中）場開催の黒 を

3．虎輪事業のコスト構造（本場開催）
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車券売上金
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○　近年、場外発売関連経費が増加の一
途をたどっており、平成21年度では売上
げの8．3％を占めている。

○　賞典費（選手黄金等）は、場外発売関
連毯費に次いで、高い構成比で、これも
近年増加傾向にあり、平成21年度では売
上げの5．3％を占めている。

OJKA交付金は、平成21年度で売上げの
約3．1％である。ただし、平成19年度の自
転車競技法の改正により、交付金還付制
度が設けられ、実質的な交付金率は約
2．1％となっている。

○　従業員人件費、日本自転車凝技会委
託費、宣伝広告費等は、売上げに応じて
削減していることから、近年、構成比は
概ね横ばいとなっている。
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4 ． 各 競諭 施 行 者の 考 え方 に つ いて

（1）競輪事業運営の考 え方
0　 4 7 ふ打払鎗施行者 の墓姜韻営 に関す る老え方は必ず しす、一致 してお らず・経営環境が厳 しい中一機縁施行者 闇の

胃．隻蘭 は一層閑葺露になってきている。

【黒字規輸施行者】 ・多すぎる4 6競輪場での運営は疑問　・赤字競輪場 を潰 さないよ うにするとい う護送船団方式は困難な ところにきている

【赤字競輪施行者】 ・弱 肉強食 という考 え方については、競輪施行者間の足の引っ張 り合いになるので、相互扶助の
精神で事業 を行ってい くべ き

（2）競輪事業の必要性
○　 競輪施行者のうち、約 6割は競輪事業が「自治体の政策上必要」とした。

・必要とする理由は次の3つで、全体 の9割以上を占める。

①地方財政への貢献（40％）
（診雇用確保 （35％）
③地域経済・産業振興 （18％）

○ 競輪施行者のうち、約 6割は繚絵墓猛が「自治比の政等 卜必曹 －としたが、その理由としては、「地方財政への貢献（40射」、r雇

用確保 （35叫」、「地域経済・産業振興 （18咄 」の3 つで、全体の9割以上を占めた．

／溺洋の肺ノ
（1）ガバナンス（統治）機能の不全
①意思決定スピードが遅い（全会一致の意思決定の弊害）
②関係者の利害が【致せず結論が出ない、又は、妥協により中途半端な決定となる．
③ボランタリー・チェーン本部を担いうる主体（組織）が存在しない。
④意思決定に関与する者（競輪関係団体等）の責任の所在が不明私

※ボランタリー・チェーン方式とは、個々に経営権を有する事業者が集まって、事業全体としてのガバナンスを機能
させて経営効率を高めること．

（2）レース凱競輪場関係軽重等の高コスト精通
・平成21年度においては、Jm交付金を含めた総コストの構成比は、売上げの25・9％を占めている。この中で、国定的
経費のうち年間レース開催数に応じて負担しなければならない

・費用（レース数比例経費）は、競輪事業の収支を圧迫する大きな要因となっている。

薫レース数比例経費とは、選手賞金、Jm交付金、日本自転車競技会委託費等のこと。

（3）新規顧客獲得の有効策の不在（マーケテイング機能不在）
・ガバナンス機能不全、高コスト構造といった問題のほか、売上向上のための対策、新規顧客獲得のための有効な
対策も十分には講じられてこなかった。
（年間の新規選手登録数を倍増、競輪軌こおける各種イベント等のサービス提供、重勝式車券の発売、ミッドナイト
競輪の開催、来年度から女子競輪の実施）
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今虎房ヂ苗べま対応窟

1）鰻巣としての「鍍■上及びスポーツとしてのr自転車鐘捷」の一膚の盤鼻

自転車線技は、健康的であり、また、財に康しい「自転車」を使った健全なスポーツであり、近年その人気が高まっている。
・サイクリング人口が増加し、スポーツ車やマウンテンバイクの出荷台数が大幅に増加。
・各種メディアにおいても、プラスのイメージで自転車やサイクリングが取り上げられる機会が増え等自転車競技の梶野が広がってきた。
・川12年のロンドン五輪では、男子に続き、女子もⅧEIRlrが正式種目となる。

呂脚雷撃壬iモモこて聖黒雪組禦誓芸閻愕茫貧苦盗品損．傷．霊址る」存在にしていくべ倉．

1）竺耽警謂韻王墓慧岩戸諾誓、（琵賢話芸警讐豊吉も進、③地方財政の健全化を達成の3つの目的か達成することが必要であ。、このう用と②に関しては、平肋糊の事雛分けで翻されたJKA勧事業の透明性を確保していく必要がある．

引篭謹選蓋砦㌫紙器諾完慧㌍詣措警憲溜讐発露歪莞発議讐誓聖霊宗冒託誓言幣？…崇雲讐毎ス（軌等酬こしつつ、地域社会に竜骨入れ、地域社会と＿体化した「ノン㈲ジネス．
を恩間することカ塁星ましい。
（注）ノン・フットボールビジネスとは、競技場等を有効活用しフットボール（サッか一）以外の事業を行うこと。
競輪場という施設を魅力的な地域の交流拠点として、単なるギャンブル甜ではなく　「スポーツ」、「ファッシヲン」等と関連付けながら、地域社会

（刑曽理曽鮎山こ上島■章批

1）㍍認諾許の㈹
【胡恍浪1皿壇■徽1嶋村■雷■雷鴨や■鳥人■史薫や貴び人停雷の｛｛ポ不ユAL

’慧哲警義認窪芸あ警冨禁苧禦諾妄姦発禁窒墓誌雪だ皇謂霊を受けずに乱立的に運営できるようにすべきであり、給付水準の見机や共済責の応分の負朋を検鮒べきq

釘闇蓋琵監若君禦ナ下れ器詔莞語墓蓋㌔完慾蛋汗職場あた。の大幅な経費削減が考えられる。（現在那頗る競輪場は、売上げの縮小柵供給批なっている可能性がある。）

－‥て二；二十二、∴－∴ヤ∵∴∵十亘立㍉・・・十・．・圭∵：∴…了・・．、∵・二・・ヾ∴・∴‥、∴∴・．∴．．．
・マーケテイング機能を強化していくことが必要。
・新規顧客として外国人観光客の誘致や、そのための情報発信や商品開発も行っていくことが望ましい。

蠣塩盟脚にび′々た膚相中でl′れr■鮒薫にメサ川州甜雷層こ上州着直叫叩1慮甜雷片肘本′鮎が讐■幕斤柑う盈′肘雷軒斤汁脚▲虚し
【nJ KA番付a
t現行IJKA交付金率は、売上金の乱1％（施行者へ1％還付している）となっている。

竃㌍盟鮮烈崇ぎ：放き≡酷触照雄監蕾詳説諾甑岩琉既貰髄論堀塩腑〔柵拙
胡競輪運営資金が不足する。

働対す一名．j芽甜葬粛碧とした撒け
選択肢1－1：利益から1号・2号交付金を納付し、3号交付金の比率
1）赤字施行者の負担‥・1号・2号交付金は黒字の年のみ納付すれば可。
2）枕絵運営支援事業費の確保・‥競輪運営支援事業費が不足するので、3号交付金を0．3％⇒1．5％に引き上げる。
3）法体系‥・現行自転車競技法、地方競馬、競艇、オートレースの根拠法と異なる法体系になる。

粗描聖1捌青野如け鮒竃の比岨卑し霊上血山一
2）競輪運営支援事業費の確保‥・競輪運営支援事業費が不足するので、これを黒字施行者に求めると、利益を上げている競輪施行者の負担が際限なく増大するおそれがある。
3）法体系‥・現行自転車競技法、地方競馬、競艇、オートレースの根拠法と異なる法体系になる。

選択肢2：交付金猶予特例制度の要件及び手続きの緩和n

l）赤字施行者の負担‥・赤字の際は1号・2号交付金の納付が猶予される。ただし、猶予期間が終了した後・猶予分の交付金を納付する必要がある○（手続面で利用のハードルが如、。さらに法改正で粂件を弾力化できる余地がある。）
2）競輪運営支援事業費の確保・‥赤字競輪施行者が増加すると競輪運営支援事業費が不足する恐れがある。ただし、猶予分の交付金は猶予期間終7後に納付される．
3）法体系‥・法体系が現行自転車競技法と変わらない。

：◆補足
：【1号交付金】＝…機械振興資金

：巨諸芸‡封二：：：：諾望董雲蓋事稟責
－2－


